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第１章 労働法の役割 

労働契約は私法上の契約であるから、契約自由の原則により、その契約内容を

労働者と使用者の合意により自由に決定できるはずである。しかし、一般に労働

者は使用者に比べて交渉力や情報量の面で大きく劣位するため、労働契約につい

て契約自由の原則を貫徹すると、労働者が不利な契約内容を押し付けられること

になりがちである。そこで、労働法は、実質的な意味での契約の自由（さらには、

市場機能）を回復させるために、労働基準法や労働契約法、労働組合法などによ

り特別な法的規律を設けている。 

 労働法は、対象領域に着目して、①雇用関係法（労働保護法）、②集団的労働法、

③雇用保障法に分類することができる。司法試験・予備試験における出題範囲は、

①②であり、③が出題されたことは過去に 1 度もない。 

 

 

第２章 雇用関係法 

雇用関係法とは、個々の労働者と使用者との間の雇用関係を規律する法律の総

称である。代表的なものとしては、労働基準法、労働契約法が挙げられる。これ

らは、労働条件の最低水準を定めるとともに、基本的人権に関する規律や労働契

約に関する基本的ルールを定めている。 

 

１．労働契約の内容の規律（形成／補充） 

  労働条件は、労働契約の内容により決せられる。 

労働契約の内容を規律する代表的なものとしては、労使間の合意（労契 3 条

1 項・8 条）、就業規則（労契 7 条本文・10 条本文）、労働協約（労組 14 条以

下）、強行法規の一部（労基 32 条等）が挙げられる。１） 

［図解］ 

            

労働条件に関する労働契約の内容 

 

 

  労使間合意    就業規則    労働協約２）  強行法規の一部 

 

これらの間には、優劣がある。 

①労使間合意・就業規則・労働協約は強行法規を下回ってはならないから、

「労使間合意・就業規則・労働協約 ≧ 強行法規」となる。 

②労使間合意は就業規則の水準を下回ってはならないから、「労使間合意 ≧ 

就業規則 ≧ 強行法規」となる。 

③労使間合意・就業規則は労働協約を下回ることも上回ることもできないか
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速修 384 頁 1（３）イ 

 
１）

 ほかにも、労使慣行（民 92 条）や信義則（民 1 条 2 項、労契 3 条 4 項）なども挙げられる。 
 

２）
 厳密には、外部規律説からは、労働協約は労働契約を外部から規律するにとどまる（契約内容の修正は

伴わない‐速修 384 頁）。 
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ら、労働協約は、労使間合意・就業規則に優先して、労働条件を労働者にと

って有利にも不利にも規律する（有利原則否定説）。 

 

（具体例） 

case1：Y 社では、就業規則においてアルバイトの時給について定めておらず、

採用面接の際に、その都度、アルバイトの時給について合意をしていた。 

➡X が Y 社との間で「X の 1 年目の時給を 1000 円とする」旨の合意をし

ていれば、X の 1 年目の時給に関する契約内容は、上記合意により、｢X

の 1 年目の時給を 1000 円とする」という内容になる（合意による契約

内容の確定）。その結果、X の 1 年目の時給は 1000 円になる。３） 

case2：Y 社では、就業規則で「1 年目のアルバイト従業員の時給を 1000 円

とする」旨を定めていた。 

➡1 年目のアルバイト X の時給に関する契約内容は、原則として、就業規

則により、「1 年目の時給を 1000 円とする」という内容になる（合意原

則に対する例外）。４）５） 

case3：Y 社には、同社従業員によって組織される Z 労働組合があり、Z 労働

組合と Y 社との間で、「来期は、Z 労働組合の組合員全員の基本給を 10%

アップする」旨の労働協約を締結した。 

 ➡基本給 10%アップを内容とする労働協約の規範的効力が Z 労働組合の組

合員 X にも及ぶことにより、X の基本給に関する契約内容が「来期は、

基本給を 10%アップする」という内容に規律される。その結果、X の今

期の基本給が月額 30 万円であれば、来期の基本給が月額 33 万円まで上

がる。 

case4：Y 社は、従業員 X との間で、「1 日 8 時間を超える法定時間外労働を

しても、X には残業代を一切支払わない」旨の合意をした。 

➡労基法では、1 日 8 時間を超える法定時間外労働に対しては、一定額の

残業代（割増賃金）を支払わなければならないとされている（労基 37 条

1 項）。そうすると、X・Y 社間における「1 日 8 時間を超える法定時間外

労働をしても、X には残業代を一切支払わない」旨の合意は、労基法 37

条 1 項違反により無効となる（労基 13 条前段）。その結果、X・Y 社間に

おける労働契約のうち、「1 日 8 時間を超える法定時間外労働に対する残

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この原則ルールに対する例外であ

る労契法 7 条但書については基礎

編で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日 8 時間労働の原則（労基 32 条

2 項）。 

 

 

 

 

 
３）

 労働協約は、労使間合意に優先して、労働条件を労働者にとって有利にも不利にも規律する。したがっ

て、Y 社と Z 労働組合との間で「アルバイト 1 年目の時給を 1200 円とする」旨の労働協約を締結していた

場合には、X が Z 労働組合の組合員であれば、X の 1 年目の時給は 1200 円となる。反対に、労働協約が

「アルバイト 1 年目の時給を 900 円とする」という内容である場合には、X の 1 年目の時給は 900 円とな

る（ルール③、不利益変更の限界については速修 387 頁［論点 1］）。 

 
４）

 労働協約は、就業規則にも優先するから、「アルバイト 1 年目の時給を 1200 円とする」旨の労働協約が

ある場合には、組合員である X の 1 年目の時給は 1200 円となり、「アルバイト 1 年目の時給を 900 円とす

る」旨の労働協約がある場合には、X の年目の時給は 900 円となる（ルール③）。 

 
５）

 労使間合意は就業規則の水準を下回ってはならない。したがって、X が Y 社との間で「X については、

アルバイト 1 年目の時給を 900 円とする」旨の合意をしていた場合であっても、X のアルバイト 1 年目の

時給は 1000 円となる（ルール②）。理論構成としては、就業規則の最低基準効を定める労契法 12 条を用い

ることになる（速修 49 頁・2）。 
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業代の支払い」に関する部分について、空白が生じる（何も定められて

いないことになる）。この空白部分を労基法上のルール通りに規律するの

が、労基法の直律的効力である（労基 13 条後段）。労基法の直律的効力

により、「1 日 8 時間を超える法定時間外労働に対する残業代の支払い」

に関する契約内容は、「1 日 8 時間を超える法定時間外労働に対して、労

基法 37 条 1 項所定の額による残業代を支払う」という内容に修正され

る。 

 

 

２．雇用関係法における重要な法律 

雇用関係法とは、個々の労働者と使用者との間の雇用関係を規律する法律の

総称である。 

例えば、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、

短時間・有期雇用労働法、労働者派遣法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働

者災害補償保険法などである。 

これらは労働条件の最低基準を定めるものであり、その違反に対しては法が

直接に介入し、個々の労働契約の内容を法の定める水準にまで規律することも

ある。 

特に重要なのは、労働基準法と労働契約法の 2 つである。 

（１）労働基準法 

ア．内容 

労働者保護のために、個々の労働契約の内容、さらには労働の態様に対

する規制を設けている。また、休業手当請求権（26 条）や年次有給休暇権

（39 条）などの権利付与についても規定している。 

イ．機能 

労基法は、その実効性を確保するために、①刑事法規としての側面、②

民事法規（私法法規）としての側面、③行政取締法規としての側面を併せ

持つ。 

（ア）罰則  

労基法の違反について、罰則がある（117 条以下）。 

（イ）民事法規としての機能 

     ① 強行的効力 

    労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その

部分については無効となる（13 条前段）。 

  ② 直律的効力 

   ①の強行的効力により労働契約に空白部分が生じた場合、空白部分

は労基法で定める基準により補充される（13 条後段）。 

これにより、労基法の定める労働条件の最低基準が確保される。 

  ③ 権利付与効力 

例えば、休業手当請求権（26 条）、割増賃金請求権（37 条）、年次有
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給休暇権（39 条）は、労働基準法自体に基づいて発生するものである。 

これらについても、強行的効力・直律的効力が認められる。 

（ウ）行政取締法規としての側面 

労働基準法の規定には、使用者に対して一定の措置を講ずべき義務を

課しているものがあるが（例えば、就業規則の届出義務を定める 89 条柱

書）、これらの多くは公法上の義務を定めるにとどまり、義務違反により

直ちに私法上の請求権が発生するとは限らない。つまり、労働基準法上

の義務の多くは、労働基準監督制度（97 条以下）による監督の対象とし

て定められているものなのである。 

（２）労働契約法 

労働契約上の労働条件についての規律を定めた法律である。労働契約法が

制定されるまでは、使用者の安全配慮義務、就業規則の設定・変更、懲戒処

分、普通解雇、有期雇用労働者に対する期間満了後の雇止めなど、労働法の

規定がない問題については、判例法理による解決に委ねられていた。 

平成 19 年に、これまでの判例法理を明文化する形で労働契約法が制定さ

れた。その後、平成 24 年の改正により、これまで判例法理に委ねられていた

有期雇用労働者の期間満了後における取扱いについて明文が設けられ（18

条、19 条）、さらに有期雇用労働者と無期雇用労働者との間における労働条

件の不合理な相違を禁止する規定も新設された（20 条）。６） 

労働契約法の規定のほとんどは、私法上の効力を有する。理念規定（3 条

1 項ないし 4 項、4 条）であっても、条文や契約の解釈などの際に取り上げ

られる形で、私法上の効力を生じることがある。 

（３）その他 

本講義では、労働基準法・労働契約法のほかに、男女雇用機会均等法、育

児・介護休業法、労働者災害補償保険法、短時間・有期雇用労働法、労働者

派遣法を取り上げる。 

 

［図解 1］労働条件の最低基準 

 

 法律・就業規則が定める最低基

準を超える労働条件 

この実現自体を保障する法律はなく、憲法 28 条・

労組法が、最低基準を超える労働条件の実現に向け

た労働組合による団体交渉を保護している 

 就業規則が定める労働条件 

(最低基準効－労契 12 条) 

 

 

 強行法規が定める最低基準 

(労働基準法、最低賃金法等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６）

 平成 30 年改正により旧労契法 20 条は削除され、短時間・有期雇用労働法 8 条に統合された。 
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［図解 2］直律的効力の作用の有無 

［直律的効力を用いない場合］ 

労働契約  

           

 

10 時間労働／1 日         

          

基本給          

 

       福利厚生等 

1 日 8 時間労働の原則（労基 32 条 2 項）に

違反し、強行的効力（労基 13 条前段）により、

1 日の労働時間の定めのうち、1 日 8 時間を超

える部分だけが無効になる。したがって、直律

的効力（労基 13 条後段）を用いることなく、1

日の労働時間に関する契約内容が 1 日 8 時間

となる。７）
 

［直律的効力を用いる場合］ 

労働契約  

           

時間外労働に対して割増        

賃金を支払わない         

          

基本給          

 

       福利厚生等 

まず、時間外労働に対して割増賃金を支払わ

ない旨の契約部分は、時間外労働に対する割増

賃金支払義務を定める労基法 37 条 1 項に違反

し、強行的効力（労基 13 条前段）により無効

となる。これにより、労働契約のうち、時間外

労働に対する割増賃金の支払いに関する部分

が空白となる。 

次に、直律的効力が作用することにより、労

働契約の内容（空白部分）が、時間外労働に対

しては労基法 37 条 1 項所定の割増賃金を支払

うという内容に規律される（労基 13 条後段）。 
 

 

 

３．雇用関係法における労働者・使用者の概念 

（１）労働者 

   例えば、労働基準法における労働者は、「職業の種類を問わず、事業又は事

務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい（労基 9 条）、これに当

たるかは、契約の形式・名称ではなく、就労の実態（使用従属関係の有無）

を基準として判断される。 

case5：X は、Y 社との間で「業務委託契約」という名称・形式の契約を締結し、

Y 社の工場内において、Y 社の従業員の指揮監督の下で、作業に従事して

いた。X・Y 社間にも労働基準法が適用されるか、X・Y 社間の契約の名称・

形式が「業務委託契約」であることから問題となる。 

➡ある契約関係にある当事者間に労働基準法が適用されるかは、契約の名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 30～46 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７）

 詳解水町 119 頁では、強行的効力により「1 日 10 時間労働」のうち「1 日 8 時間を超える部分」だけが

無効となるという理論構成ではなく、強行的効力により「1 日 10 時間労働」という部分が全体的に無効と

なり、直律的効力により、「無効となった 1 日当たりの労働時間」に関する契約内容が「1 日 8 時間」に修

正されるという理論構成を採用している。 
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称・形式ではなく、就労の実態を基準として判断される。  

          

                    労働基準法の適用の有無？ 

          業務委託契約 

    X                  Y 社 

 

（２）使用者 

使用者は、原則として、労働者が労働契約を締結した相手方（雇用主）を

意味する。もっとも、黙示の労働契約や法人格否認の法理により、使用者概

念が元々の雇用主以外の者にまで拡張されることがある。 

case6：X は、Y 社との間で有期労働契約を締結し、Z 社の工場内に派遣され、

そこで作業に従事していた。 

Y 社は、Z 社との労働者派遣契約が終了することを理由に、X を期間満

了前に解雇した。X は、Y 社による解雇は無効であるとして、Z 社に対し

て労働契約上の地位の確認を求めることができるか。 

   ➡労働契約上の「使用者」は、原則として、X の雇用主であった Y 社だけ

である。 

もっとも、X・Z 社間における黙示の労働契約の成立が認められたり、法

人格否認の法理により Y 社の独立の法人格（会 3 条）を否定することが

できる場合には、Z 社も X の「使用者」として、X に対する包括的雇用

責任を負いうる。８） 

 

              ①労働者派遣契約 

       Y 社                    Z 社 

 

③解雇      ②有期労働契約 

                   ④労働契約上の地位の確認 

       X（派遣労働者） 

 

 

 

４．就業規則 

（１）意義 

労働契約の内容は、労使間合意により設定されるのが原則的な在り方であ

る（合意原則／労契 1 条・3 条 1 項）。 

しかし、多数の労働者に共通する労働条件（＝集団的労働条件）を統一的

に設定する必要性から、一定の手続・要件の下に、使用者が就業規則の新設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 47～62 頁 

 

 

 

 

 

 
８）

 黙示の労働契約の成立が認められた場合、解雇の有効性にかかわらず、X の Z 社に対する地位確認請求

が認められる。これに対し、法人格否認の法理により Z 社の X に対する包括的雇用責任を認めるためには、

Y 社が解雇後も X に対する包括的雇用責任を負っていることが必要であるから、解雇が無効であることま

で必要とされる（法人格否認の法理は、Y社のXに対する責任をZ社に肩代わりさせる法理だからである）。 
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により労働者たちの労働契約の内容を一方的に規律することが許容されてい

る（労契 7 条本文）。 

要件は、①就業規則の実質的「周知」（労働者が知ろうと思えば知り得る状

態にしておくこと）と、②就業規則の「合理」性である（労契 7 条本文）。 

なお、一旦設けた就業規則を変更することで労働条件を労働者にとって不

利益に変更することも、「周知」・「合理」性を要件として、許容される（労契

10 条本文）。この場合の「合理」性は、労契法 7 条本文の「合理」性よりも

厳格に判断される。 

（２）効果 

就業規則には、①労働契約の内容を規律（修正を含む）する契約内容規律

効と、②最低基準効（労契 12 条）がある。②により、就業規則を下回る労使

間合意は無効とされ、当該労使間の労働契約の内容が就業規則通りとなる。 

   なお、就業規則と異なる内容の労使間合意のうち就業規則の内容よりも労

働者に不利益でないものは、就業規則に優先する（労契 7 条但書・8 条）。９） 

 

 

５．労働憲章・雇用平等 

（１）労働憲章 

   労働基準法は、戦前みられた封建的な労働慣行を排除するために、各種の

規定を設けている。 

（２）雇用平等 

憲法 14 条の平等原則の理念を実効あらしめるために、私人間の労働契約

についても、労使間の交渉力格差などにかんがみ、雇用平等を実現するため

の法的規律が設けられている。 

例えば、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由とした労働条件の差別を

禁止する労働基準法 3 条、女性であることを理由とする賃金の差別を禁止す

る労働基準法 4 条、男女雇用機会均等法などが挙げられる。 

セクシャル・ハラスメントに関する問題も、ここで取り上げる。 

 

 

６．雇用関係の成立 

（１）募集・採用 

   労働契約は諾成契約であり（民 623 条、労契 6 条）、使用者による募集に

対して労働者が応募し、使用者が選考のうえ採用するという形をとることが

多い。 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他

の労働条件を明示しなればならない（労基 15 条 1 項前段）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①は契約内容補充効とも呼ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

C 速修 63～65 頁 

 

 

B 速修 66～84 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 速修 85～90 頁 

 

 

 

 

 

 

 
９）

 就業規則により労使間合意（個別的労働契約）で定められている労働条件を不利益に変更することも可

能である（速修 51 頁 1（1）。 
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（２）採用内定 

   大学 4 年生の X は、令和 3 年 5 月に Y 社から採用内定の通知を受けた後、

同年 8 月に Y 社から採用内定を取り消す旨の通知を受けた。 

   令和 3 年 5 月に採用内定の通知を受けた時点で X・Y 社間に労働契約が成

立しているのであれば、Y 社による採用内定の取消しは（留保解約権の行使

による）解雇に当たる。そして、解雇が無効であれば、X・Y 社間の労働契約

が存続することになる（X が Y 社に対して労働契約上の地位の確認を請求す

れば、それが認められる）。 

   これに対し、令和 3 年 5 月に採用内定の通知を受けた時点では X・Y 社間

に労働契約が成立していないのであれば、Y 社による採用内定の取消しは解

雇に当たらないし、採用内定の取消しが違法であったとしても X・Y 社間に

労働契約が存在しないという法律関係に変化はない。したがって、X が Y 社

に対して労働契約上の地位の確認を請求してもそれは認められず、労働契約

が締結されていた（あるいは、締結される）であるという期待的利益（等）

の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求（民 709 条）が認められ

得るにとどまる。   

（３）試用期間 

   入社後に労働者の職務能力・適格性を判断するという試用目的で、労働契

約に期間が設けられることがある。試用目的で付された期間は、特段の事情

のない限り、契約期間とは区別される試用期間である。 

case7：X は、Y 社との間で、「入社後 3 カ月間の勤務状況を見た上で、本採用

をするかどうかを判断する」旨の条件が付された労働契約を締結し、期間

満了時に「従業員としての適格性を欠く」との理由で本採用を拒否された。 

上記でいう「入社後 3 カ月」の期間が有期労働契約における契約期間で

ある場合には、期間満了により X・Y 社間の労働契約が終了するから、本

採用拒否は解雇に当たらないし、その適否にかかわらず X・Y 社間の労働

契約が終了したという法律関係に影響はない。 

これに対し、上記の期間が試用期間である場合には、本採用拒否は（留

保解約権の行使による）解雇であると理解されることが多いから、解雇が

無効と判断されれば、X・Y 社間の労働契約が存続することになる。 

 

 

７．労働契約上の権利義務 

（１）基本的義務 

  ア．労働者の労働義務 

    労働者は、「使用者に使用されて」労働に従事する義務を負う（労契 2 条

1 項、6 条）。 

労働者の労働義務の内容（「債務の本旨」の内容）は、使用者による適法

な指揮命令（労務指揮権の行使）によって形成される。 

使用者の指揮命令権（業務命令）は労働契約を根拠とするから、その範

A 速修 91～95 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 速修 96～98 頁 

 

 

 

 

 

 

※雇止め法理を明文化した労契法

19 条の適用可能性は度外視する。 

 

 

※試用期間の性質の捉え方によっ

ては、本採用拒否は解雇に当たら

ない（速修 96 頁［論点 1］）。 

 

 

 

B 速修 104～105 頁 
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囲は労働契約の予定する範囲内に限定される。また、権利濫用法理（労契

3 条 5 項）にも服する。 

  イ．使用者の賃金支払義務 

    使用者は、労働契約に基づき、労働者に対して賃金を支払う義務を負う。 

    もっとも、具体的な賃金支払義務が生じるのは、原則として、労働者が

債務の本旨に従って労働義務を現実に履行したときである（民 624 条 1

項）。例外として、労使間合意・民法 536 条 2 項前段が挙げられる。 

（２）付随義務 

   労働者は、信義則に基づく労働契約上の付随義務として、労働義務と直接

には関わらない領域においても使用者の利益侵害を避けるという義務を負

う。特に、秘密保持義務・競業避止義務（在職中・退職後）が重要である。 

 

 

８．人 事 

人事とは、企業における労働者の組織づけや管理一般をいい、その内容は、

募集、採用、教育訓練、福利厚生、人事異動、懲戒処分、解雇その他の退職管

理など、きわめて多岐にわたる。 

  人事の一環として、①昇格・昇進、降格、配転（企業内における勤務先又は

職務内容の変更）、②在籍出向（出向元企業との労働契約関係を維持しつつ、出

向先企業の雇用管理に服し、その指揮命令に従い就労すること）、③移籍出向（転

籍：出向元企業との労働契約関係を終了させ、出向先企業との間で新たなに労

働契約関係に入る）、④休職（労働者に就労させることが適切でない場合に、労

働契約を存続させつつ労働義務を一時消滅させること）も重要である。 

 

case8：X は、Y 社が主任から係長に昇進させないことに不満を持っている。 

➡仮に昇進させない措置（人事考課権の行使）が違法でも、当然に係長へ

の昇進を求める昇進請求権が認められるわけではない。 

 

case9：X は、Y 社から係長から主任に役職を引き下げられた。 

➡役職の引き下げという意味での「降格」であり、降格が違法であるとし

て無効になれば、X の役職は係長に戻る。 

 

case10：X は、Y 社の「東京本社」で勤務していたところ、Y 社から「福岡支

社」での勤務を命じられた。 

➡勤務地の変更を命じる転勤命令（配転命令の一種）であり、これが無効

であれば X の契約上の勤務地は「東京本社」のままである（したがって、

「福岡支社」で就労する義務を負わない）。 

 

case11：X は、Y 社において「営業職」として勤務していたところ、Y 社から

「経理職」として勤務するように命じられた。 

 

 

 

※割合的賃金請求権（民 624 条の

2）あり。 

 

 

B 速修 106～111 頁 

 

 

 

 

 

A 速修 113～140 頁 
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➡職務内容の変更を命じる職種変更命令（配転命令の一種）であり、これ

が無効であれば、X の契約上の職務内容は「営業職」のままである（し

たがって、「経理職」として就労する義務を負わない）。 

 

case12：X は、Y 社の従業員として「Y 社」で勤務していたところ、Y 社から、

Y 社との労働契約関係を維持したまま「Z 社」で勤務するように命じられ

た。 

➡X が Y 社に在籍したまま Z 社に出向するという意味で在籍出向であり、

Y 社による在籍出向命令が無効であれば、X の契約上の勤務先は「Y 社」

のままである（したがって、「Z 社」で就労する義務を負わない）。 

 

case13：X は、Y 社の従業員として「Y 社」で勤務していたところ、Y 社は、X

との間における労働契約上の使用者たる地位を Z 社に譲渡した上で、X に

対して、以後、Z 社の従業員として「Z 社」で勤務するようにと伝えた。 

   ➡転籍元が転籍先に労働契約上の使用者たる地位を譲渡することによる譲

渡型の移籍出向（転籍）であり、転籍の要件について、「労働者の承諾」（民

625 条 1 項）として転籍時の個別具体的な同意まで必要であるかが問題と

なる。 

 

case14：X は、Y 社でタクシー運転手として勤務していたところ、業務外で酒

に酔って転倒したことにより右足を捻挫した。Y 社は、X に対し、30 日間、

休職を命じた。 

   ➡Y 社が X に対して命じたのは、業務外傷病を理由とする傷病休職であり、

休職期間中、X の労働義務が消滅する（したがって、労働をしなくても、

労働義務違反とはならない）。 

休職期間中、X は労働義務を履行していないから、賃金請求権は発生しな

い（民 624 条 1 項、ノーワーク・ノーペイ原則）。10) 

X が休職期間満了時に原職（タクシー運転手）に復帰できる状態に至って

いない場合、Y 社は、復職事由が認められないとして、X を解雇したり、

自然退職扱いとすることがある。この場合、X・Y 社間の労働契約の存続の

有無等との関係で、解雇や自然退職扱いの適否が問題となる。 

 

 

９．労働基準法上の賃金 

労基法上の「賃金」には、平均賃金（労基 12 条）や割増賃金（労基 37 条）

の算定基礎として用いられたり、通貨払いの原則・直接払いの原則・全額払い

の原則・毎月一回以上定期払いの原則という労基法上の保護（労基 24 条 1 項）

の対象になるといった意味がある。 

労基法上の「賃金」の要件は、①支払主体が「使用者」であること、②「労

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 138 頁［論点 2］ 

 

 

 

A 速修 141～167 頁 

 

 

 

 

 

 
10) もっとも、個別合意・就業規則・労働協約で休職期間中も賃金を支払う旨の定めがあればそれに従う。 
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働の対償」として支払われるものであることである。 

②は緩やかに解されており、具体的労働に対応しない各種手当等であっても、

使用者が労働契約に基づいて支払義務を負うものであれば、②を満たすと解さ

れている。例えば、賞与（ボーナス）や退職金も、就業規則等により支給基準

が明確に定められている場合には、②も満たし、労基法上の「賃金」として保

護される。 

 

case15：Y 社では、就業規則により「退職金の支給基準」について定める一方

で、「懲戒解雇された場合、退職金を一切支給しない」と定めていた。X は、

Y 社の従業員として 25 年間勤務してきた者であり、現時点で退職した場

合に支給されるはずの退職金は 1000 万円であった。ところが、X は、Y 社

から社内横領を理由として懲戒解雇されるとともに、「懲戒解雇された場

合、退職金を一切支給しない」と定める就業規則を適用されて退職金を一

切支給してもらえなかった。 

➡退職金の発生要件及び労基法上の「賃金」としての要保護性が認められ

ることを前提として、懲戒解雇を理由とする退職金全額不支給を定める

就業規則の有効性やその効力の射程が問題となる。 

 

case16：X は、Y 社の社長から、嫌がらせの一環として、1 週間出勤をするこ

とを拒否されたため、出社したくても出社することができなかった。Y 社

は、X が出社しなかった 1 週間分については、労働義務の履行がない以上、

賃金を支払わないと主張している。 

   ➡賃金請求権の発生には、原則として、労働義務の履行が必要である（民

624 条 1 項、ノーワーク・ノーペイ原則）。そうすると、1 週間分につい

ては、労働義務の履行を欠く以上、賃金請求権が発生しないのが原則で

ある。しかし、X が出勤しなかった 1 週間については、使用者の「責め

に帰すべき事由」によってXの労働義務の履行が不能になっているため、

民法 536 条 2 項前段に基づき賃金請求権が発生する。 

 

case17：X は、Y 社から解雇され、再就職することができずにいる。X は、Y 社

に対して、解雇が無効であると主張して、労働契約上の地位の確認と解雇

期間中（解雇された日から現在に足るまでの期間）の賃金の支払いを求め

た。 

   ➡解雇が有効であれば、解雇期間中の労働義務の履行不能は使用者の「責

めに帰すべき事由」によるものとはいえないから、民法 536 条 2 項前段

に基づく賃金請求権は発生しない。これに対し、解雇が無効であれば、

解雇期間中の労働義務の履行不能は使用者の「責めに帰すべき事由」に

よるものであるといえるから、ノーワーク・ノーペイ原則（民 624 条 1

項）に対する例外として、民法 536 条 2 項前段に基づく賃金請求権が発

生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 147 頁［論点 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

速修 154 頁・2 
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case18：Y 社は、X の 5 月分の賃金について、X の借入債務（弁済期到来）と

相殺したと主張して、その支払いを拒絶した。 

   ➡労基法上の「賃金」の支払方法については、いくつかのルールが定めら

れており、その一つとして「賃金は、…労働者に、その全額を支払わな

ければならない」とする賃金全額払の原則（労基 24 条 1 項本文）があ

る。そして、賃金全額払の原則は使用者からの一方的な相殺にも適用さ

れると解されている。したがって、Y 社による相殺は同原則に反し無効

であるから、X は、Y 社に対して、5 月分の賃金の全額の支払いを求め

ることができる。 

 

 

10．労働時間 

（１）労働時間規制 

   1 日の労働時間は 8 時間、1 週間の労働時間は 40 時間までである（労基 32

条 2 項、1 項）。 

労働時間の計算は、原則として、実労働時間（使用者が労働者を労働させ

た時間）を基準として、当該 1 日・1 週間ごとに行われる。もっとも、労働

時間の計算を柔軟に行える制度として、変形労働時間制（労基 32 条の 2・4・

5）、フレックスタイム制（労基 32 条の 3）、みなし労働時間制（労基 38 条の

2・3）がある。 

当該事業場の労働者過半数代表（過半数労働組合、これがない場合には過

半数労働者）と書面による労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に

届け出ることにより、適法な労使協定の内容の範囲で、時間外労働をさせる

ことができる（労基 36 条）。この意味で、労使協定には、労基法の労働時間

規制を解除する例外創設効果（違法性阻却効果）がある。 

case19：Y 社の就業規則では、「1 日の所定労働時間は、午前 9 時から午後 6 時

までのうち、休憩時間 1 時間を除いた 8 時間までとする」「午前 8 時半か

らの 30 分間は、各自の持ち場の清掃をする」と定め、始業前における 30

分間の清掃時間を労働時間外とする扱いをしていた。なお、時間外労働に

関する 36 協定は締結されていない。 

➡労基法上、1 日の労働時間は 8 時間までとされている（労基 32 条 2 項）。

そして、労基法上の労働時間に当たるかは、就業規則等による定めを基

準とするのではなく、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたも

のと評価できるか否かにより客観的に判断されると解される。そうする

と、始業前における 30 分間の清掃時間は労基法上の労働時間に当たる

から、Y 社では、36 協定を締結することなく、1 日 8 時間半の労働をさ

せていたことになる。したがって、1 日 8 時間原則を定める労基法 32 条

2 項に違反する。11) 

 

 

速修 159 頁［論点 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 168～185 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 169 頁［論点 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 
11) 始業前における 30 分の清掃時間に対する割増賃金支払義務の有無は別途問題となる（速修 169 頁［論

点 3］）。 
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case20：Y 社では、36 協定（時間外労働に関する労使協定）により、残業事由

と残業時間を具体的に定めていたが、労使間の個別合意、就業規則及び労

働協約のいずれによっても残業について定めていなかった。 

➡36 協定をはじめとする労使協定には、労基法上の規制を解除する効果が

ある一方で、私法上の権利義務を発生させる効果まではない。したがっ

て、36 協定に従って時間外労働をする義務の発生には、36 協定に従っ

て時間外労働をするべき旨の労使間合意、就業規則又は労働協約が必要

である。よって、これらを欠く以上、X は、1 日 8 時間を超えて労働を

する義務を負わない。 

（２）割増賃金 

   法定時間外労働（さらには、法定休日労働・深夜労働）に対しては、労基

37 条、割増賃金令及び規則 21 条所定の割増率による割増賃金を支払わなけ

ればならない。その趣旨は、過重労働をした労働者に対して経済的補償をす

ることにある。 

   例えば、1 日 8 時間（労基 32 条 2 項）を超える労働に対しては、原則とし

て 2 割 5 分以上の割増率による割増賃金を支払う必要がある。12) 

（３）例外 

   労働時間・休憩・休日・深夜労働に関する労基法の規制の全部又は一部の

適用が除外される場合として、適用除外（労基 41 条）、高度プロフェッショ

ナル制度（労基 41 条の 2）、災害・公務の必要による場合（労基 33 条）、恒

常的例外（労基 40 条）がある。 

（４）休憩・休日 

   休憩とは、「労働時間の途中」に置かれた、労働者が労働から離れることを

権利として保障された時間をいう。休憩の趣旨は、労働者の疲労・自由の回

復、食事時間を確保することにある。労働時間が 6 時間超 8 時間以内である

場合には 45 分以上、8 時間を超える場合には 60 分以上の休憩を付与する必

要がある（労基 34 条 1 項）。 

   休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日である。労基

法上、週休 1 日制が原則ルールである（労基 35 条 1 項）。 

 

 

11．年次有給休暇 

（１）概要 

使用者は、その雇入れの日から起算して 6 箇月間継続勤務し全労働日の 8

割以上出勤した労働者に対して、10 労働日の有給休暇（以下「年休」とする）

を与えなければならない（労基 39 条 1 項）。13) 

   労働者が年休を取得した場合、年休取得期間中、労働義務が消滅するとと

 

 

 

速修 188 頁［論点 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 速修 207～219 頁 

 

 

 

 

 

 
12) 月 60 時間を超える部分には、5 割の割増率による割増賃金の支払いが必要（労基 37 条 1 項但書）。 
 

13) 勤続年数が増えることに伴い 1 年間の年休日数も増える（但し、20 日が上限）。 
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もに、年休手当請求権が発生する（39 条 9 項）。 

（２）年休取得の方法 

労働者は、「一定の日数の年休を取得できる」ことを内容とする年休権（労

基 39 条 1 項ないし 4 項）とは別に、「年休を取得する時季を指定できる」こ

とを内容とする時季指定権（労基 39 条 5 項）を有する。 

   労働者に指定した時機に年休を取得させる必要がある一方で、労働者が休

暇をとることで使用者側に事業運営における支障が生じ得ることにも配慮す

る必要がある。そこで、労基法は、労働者が指定した時季に年休を取得する

ことが「事業の正常な運営を妨げる」ことを要件として、使用者側に時季変

更権を認めている（労基 39 条 5 項但書）。 

   時季指定権と時季変更権の関係については、「労働者による適法な時季指定

権の行使があった場合に、使用者による適法な時季変更権の行使がない限り、

指定された時季における年休が成立する」と解されている。 

case21：X は、Y 社に対して、令和 3 年 5 月 24 日（月）から 28 日（金）まで

の 5 日間、年休を取得する旨申し出た。Y 社は、X の申し出を放置した。 

   ➡Y 社による時季変更権の行使がないから、X は、指定した時季における

年休を取得することができる。 

case22：X は、Y 社に対して、令和 3 年 5 月 24 日（月）から 28 日（金）まで

の 5 日間、年休を取得する旨申し出た。Y 社は、その 5 日間は一番忙しい

シーズンであるとの理由から、年休の取得を認めないとして、時季変更権

を行使した。 

   ➡Y 社の時季変更権の行使が「事業の正常な運営を妨げる場合」という要

件を満たす場合には、X は指定した時季における年休を取得することが

できない。これに対し、「事業の正常な運営を妨げる場合」という要件を

満たさない場合には、X は指定した時季における年休を取得することが

できる。 

 

 

12．年少者・女性の保護 

  年少者・女性の保護のために、労基法で特別の規制が設けられている。 

 

 

13．育児・介護休業法 

  育児・介護休業法は、職業生活と家庭生活との調和（ワークライフバランス）

を実現するために、育児・介護のための休業等の措置を定めている。 

 

 

14．労働災害 

（１）労災補償 

   労働災害（業務上の負傷・疾病・死亡）の救済を不法行為の規定に委ねた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 210 頁［論点 2］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 速修 220～223 頁 

 

 

 

C 速修 224～227 頁 

 

 

 

 

B 速修 228～240 頁 
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場合における過失の立証責任や民事訴訟提起の負担から労働者を解放し、被

災労働者等の実効的な救済を図るために、労基法上の災害補償（労基 75 条以

下）、さらには労働者災害補償保険法（略称は「労災保険法上」）の労災保険

制度が設けられている。 

   補償・給付の対象となる負傷・疾病・死亡は、「業務上」生じたもの、すな

わち業務に内在する危険が現実化したものに限られる。 

（２）安全配慮義務 

   労働契約法 5 条は、労働契約に基づく労務の管理支配という特別な社会的

接触関係を実質的根拠として、使用者の労働者に対する安全配慮義務を定め

ている。 

 

 

15．懲 戒 

懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由とする制裁罰である。これには、

けん責・戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇がある。 

①使用者の懲戒権は当然に法的に根拠づけられるものではなく、そのために

は、懲戒の種別・事由を明確に定める（合理的な）就業規則の規定の存在（労

基 89 条 9 号）とその周知が必要である（労契 7 条本文）。 

②また、（具体的な）懲戒権が発生するためには、懲戒対象とされている労働

者の行為が就業規則上の懲戒事由に該当することが必要である。 

③さらに、懲戒権の行使は、懲戒権濫用法理（労契 15 条）という厳格な規制

に服することになり、この規制をクリアしない懲戒は無効である。 

 

 

16．雇用関係の終了（解雇以外） 

雇用関係の終了原因には、解雇のほかに、合意解約、辞職（労働者の単独行

為）、定年制（のうち、定年年齢到達を無期労働契約の終了事由として合意する

もの）、当事者の消滅等がある。 

 

 

17．解 雇 

（１）意義 

   解雇とは、使用者からの一方的な意思表示により労働契約を将来に向けて

解約することをいう。 

民法上は、無期労働契約においては、使用者側に解雇の自由が認められて

いる（民 627 条 1 項）。もっとも、解雇の自由が労働者に及ぼす不利益が退

職の自由が使用者に及ぼす不利益を凌駕するため、解雇には、解雇理由の制

限（労基法ほか各種法令）、解雇禁止期間の規制（労基 19 条）、解雇予告制度

（労基 20 条）、解雇理由の証明（労基 22 条）および解雇権濫用法理（労契

16 条）といった規制が設けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 241～254 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 速修 255～262 頁 

 

 

 

 

 

 

A 速修 263～286 頁 
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有期労働契約の中途解約については「やむを得ない事由」（労契 17 条 1 項、

民 628 条）が要求される。有期契約労働者には定められた期間中の雇用継続

が保障されるから、「やむを得ない事由」は、労契法 16 条の要件よりも厳格

に解釈される。 

（２）解雇権濫用法理 

   解雇の実体的要件は、①就業規則上の解雇事由に該当することと、②解雇

権の濫用（労契 16 条）に当たらないことである。14) 

 

 

18．非正規雇用 

  以下では、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者を取り上げる。 

（１）有期雇用労働者 

  ア．中途解約の制限 

有期労働契約の中途解約には「やむを得ない事由」が必要であり（労契

17 条 1 項、民 628 条）、これは労契法 16 条よりも厳格に解釈される。 

  case23：X は、令和 3 年 4 月 1 日、Y 社との間で契約期間を 6 か月間とする

有期労働契約を締結した。Y 社は、解雇予告を経た上で、令和 3 年 7 月

1 日付けで、X の勤務成績が悪いことを理由として X を解雇した。 

    ➡X を期間満了前に解雇することについて「やむを得ない事由」（労契 17

条）がない場合には、X に対する解雇は無効である。もっとも、解雇

の無効によって認められるのは、令和 3 年 7 月 1 日から 9 月 30 日ま

での間、X・Y 社間の有期労働契約が存続することまでだから、同年 9

月 30 日を経過することにより、原則として X・Y 社間の有期労働契約

が終了する。 

イ．無期労働契約への転換申込権 

複数の有期労働契約の通算契約期間が 5 年を超える労働者は、現に締結

している有期労働契約の期間満了日までに転換申込権（形成権）を行使す

ることで、当該満了日の翌日から労務が提供される労働契約を無期労働契

約に転換させることができる（労契 18 条）。 

case24：X は、Y 社との間で、令和 3 年 4 月 1 日から合計 5 回にわたって期

間 1 年間の有期労働契約を更新してきた。X は、令和 8 年 4 月 1 日、Y

社に対して、転換申込権を行使した。 

 

転換申込権が発生 

            1 回     2 回    3 回    4 回     5 回 

  

R3.4.1   R4.4.1   R5.4.1   R6.4.1   R7.4.1   R8.4.1   R9.3.31 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 287～300 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14)

  整理解雇（余剰人員削減のための解雇）や変更解約告知（労働条件変更の手段としての解雇）について

は、各々の特殊性を踏まえて解雇権濫用が審査される。 
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・R8.4.1 の時点で転換申込権が発生する。 

・5 回目の更新に係る有期労働契約の期間満了前に転換申込権を行使する必要がある。 

・転換申込権を行使することなく、5 回目の更新に係る有期労働契約の期間が満了した場

合、6 回目の更新がなければ R9.3.31 の経過をもって有期労働契約が終了するから、｢有

期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」転換申込権を行使することができなく

なる。 
 

  ウ．雇止めの判例法理の明文化 

有期労働契約の期間満了後における黙示の更新の成立（民 629 条 1 項）

を妨げるために、使用者が更新拒絶の通知（「異議」）をすることがあり、

これを雇止めという。平成 24 年改正労契法 19 条により、従来の雇止めの

判例法理が明文化され、①労働者が期間満了日まで又は期間満了後遅滞な

く有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、②期間の定めが形骸

化して無期契約と実質的に異ならない状態に至っているか、又は契約更新

への合理的期待が認められるときには、③更新拒絶について「客観的に合

理的な理由」と「社会通念上」の「相当」性がない限り、使用者は従前の

有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で①の申込みを承諾

したものとみなされることとなった。 

case25：X は、Y 社との間で、令和 3 年 4 月 1 日から合計 4 回にわたって期

間 1 年間の有期労働契約を更新してきた。Y 社は、令和 8 年 2 月 1 日、

X からの更新の申込みを拒絶した。なお、Y 社は、契約を更新するたび

に、「次回も更新する」といった趣旨の発言をしていた。 

        

                           更新拒絶  

                 1 回       2 回       3 回        4 回      

  

R3.4.1     R4.4.1     R5.4.1     R6.4.1     R7.4.1 R8.2.1 R8.3.31    

                       

X は、4 回目の更新に係る有期労働契約の期間間満了前に契約更新の申込みをしている

から、①を満たす。 

契約更新の回数は多くないが、Y 社が契約更新をするたびに「次回も更新をする」とい

った趣旨の発言をしていたことから、少なくとも 4 回目の契約更新の段階で、契約更新に

対する合理的期待が認められるとして②を満たす。 

Y 社による契約更新の拒絶が「客観的に合理的な理由」や「社会通念上」の「相当」性

を欠くのであれば、③も満たし、5 回目の更新が擬制される。15)
 

 

エ．待遇についての不合理な相違・差別的取扱いの禁止 

    平成 24 年労契法改正により、有期雇用労働者と無期雇用労働者の間に

おける不合理な待遇の相違を禁止する規定が新設された（旧労契 20 条）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15) 5 回目の更新が擬制されることにより、X・Y 社間において、契約期間を令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年

3 月 31 日までとする有期労働契約が存続することになる。そうすると、令和 8 年 4 月 1 日の時点で、通算

契約期間が 5 年を超えることになるから、労契法 18 条の転換申込権が発生する。そこで、X は、5 回目の

更新に係る有期労働契約が期間満了により終了する前に転換申込権を行使することにより、X・Y 社間にお

ける有期労働契約を無期労働契約に転換することができる。 
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その後、平成 30 年改正により、パートタイム労働法が短時間・有期雇用労

働法に改題されたことに伴い、労契法 20 条が削除され、有期雇用労働者の

労働条件の不合理な相違の禁止が短時間・有期雇用労働法 8 条に統合され

た。さらに、通常の労働者と同視すべき有期雇用労働者の待遇についての

差別的取扱いも禁止されるに至った（同法 9 条）。 

  case26：Y 社は、タクシー事業を営んでおり、就業規則において、正社員運

転手に対しては無事故手当として月額 2 万円を支給すると定める一方

で、契約社員運転手に対する無事故手当の支給については一切定めてい

なかった。契約社員運転手 X は、無事故手当の支給の有無に関する相違

について不満を持っている。 

    ➡まずは、相違自体を禁止している 9 条から検討する。仮に契約社員運

転手 X が「通常の労働者と同視すべき…有期雇用労働者」に当たり、

かつ、無事故手当の支給に関する相違が X が「有期雇用労働者である

ことを理由とする」ものなのであるならば、その相違は 9 条に違反す

る。16) 

    ➡仮に、契約社員運転手 X が「通常の労働者と同視すべき…有期雇用労

働者」に当たらない場合には、9 条違反は認められないから、次に 8 条

違反を検討する。無事故手当の支給に関する「相違」が「不合理」な

ものであれば、8 条違反が成立する。 

（２）短時間労働者 

   短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通

常の労働者の 1 週間の所定労働時間よりも短い労働者をいう（平成 30 年改

正前の旧パートタイム労働法の下では、パートタイマーとも呼ばれていた）。 

   短時間・有期雇用労働法 9 条及び 8 条は、短時間労働者と通常の労働者と

の間における待遇格差についても一定範囲で禁止している。 

（３）派遣労働者 

労働者派遣とは、①自己の使用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、

②他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、

当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを

含まない（労働者派遣法 2 条 1 号）。 

   許可制（派遣 5 条）、派遣可能期間（派遣 40 条の 2・3）、派遣元における

不合理な待遇の相違の禁止（派遣 30 条の 3 第 1 項）・差別的取扱いの禁止

（派遣 30 条の 3 第 2 項）、派遣先における直接雇用申込みみなし制度（派遣

40 条の 6）といった規定が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 条は、均等待遇（同一待遇）の確

保を趣旨とする。 

 

 

 

8 条は、職務内容等の違いがあるこ

とを前提とした均衡待遇の確保を

趣旨とする。 

 

A 速修 301～314 頁 

 

 

 

 

 

A 速修 315～323 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16) 短時間・有期雇用労働法 9 条や 8 条に違反するからといって、当然に、X・Y 社間における無事故手当の

支給に関する労働契約の内容が「X に対しても、月額 2 万円の無事故手当を支給する」という内容に修正

されるわけではないから、X が Y 社に対して労働契約に基づいて無事故手当の支払いを求める請求が認め

られるとも限らない。同法 9 条と 8 条には、これらに違反する個別的労働契約や就業規則規定を無効にす

る強行的効力は認められるが、労基法 13 条後段や労契法 12 条後段のような直律的効力までは認められな

いと解されているのである（速修 302 頁［論点 1］［論点 2］、速修 304 頁［論点 1］［論点 2］）。 
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第３章 労働組合法 

 

１．労働組合法の意義 

強行法規・就業規則の最低水準を超える労働条件の実現は、労使間の交渉に

委ねられている。 

ところが、労働者個人では使用者と対等な交渉を行うことは困難であり、労

働者は労働組合を組織して集団的な交渉を行うことで、はじめて使用者と対等

な立場での交渉を実現できるようになり、最低水準を超える労働条件の実現へ

の道筋が開かれる。 

そこで、憲法 28 条は、団体交渉による労働条件の対等な決定と団体交渉の

助成を基本目的として、最低水準を超える労働条件の実現を目指して行われる

労働者による団体交渉とそのための団結・団体行動を保障している。 

これを受けて労働組合法は、憲法 28 条の保障内容を具体化するために、団

体交渉を有利に進める手段である争議行為（団体行動の一部）について、刑事・

民事責任の免責（労組 1 条 2 項、8 条）を規定するとともに、使用者による労

働基本権侵害行為を一定の要件の下に不当労働行為として禁止し（労組 7 条）、

さらに不当労働行為に対する実効的な救済を図るために労働委員会による救済

制度（労組 27 条以下）も設けている。これらに加えて、労働組合法は、使用者

と労働組合との団体交渉を経て締結されるに至った合意内容の実効性を確保す

るために、労働協約に規範的効力という特別の効力を認めている（労組 16 条）。 

 

 

２．労使関係の当事者 

（１）労働者 

労組法の「労働者」（労組 3 条）には、労働契約によって労務を提供する者

のみならず、これに準じて団体交渉助成のための労組法の保護を及ぼすべき

必要性・適切性が認められる労務提供者も含まれる。 

case27：X は、Y 社との間で「業務委託契約」という名称・形式の契約を締結

し、Y 社の工場内において、Y 社の従業員の指揮監督の下で、作業に従事

していた。Z 労働組合は、Y 社との業務委託契約に基づいて Y 社の工場内

で就労している者らによって組織されており、X もその一員である。Z 労

働組合は、Y 社に対して、「X の業務委託報酬を 10%アップする」ことを要

求事項とする団体交渉を申し入れたところ、Y 社は、X は Y 社との関係で

労組法上の「労働者」に当たらないとの理由から、団体交渉を拒否した。 

            業務委託契約 

      X                  Y 社 

 

団体交渉の申入れ（組合員 X の報酬 UP） 

                   X は「労働者」ではないと 

      Z 労働組合         と理由から団体交渉を拒否 

 

 

A 速修 326 頁 

 

 

 

 

 

 

厳密には、団体交渉の手段とはなら

ない団結・団体行動（組合活動の一

部）も保障対象に含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 329～349 頁 
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使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者」からの「団体交渉」を「正当な理由」なく

拒むことはできない（労組 7 条 2 号）。仮に拒むと、不当労働行為が成立する。 

X が Y 社の「労働者」に当たらないのであれば、X を代表する Z 労働組合は「使用者が雇

用する労働者の代表者」に当たらないから、Y 社が Z 労働組合からの団体交渉の申入れを拒

絶しても、不当労働行為は成立しない。 
 

（２）使用者 

労組法の「使用者」は、一般に、雇用主を意味するが、不当労働行為制度

（労組 7 条）の目的に照らし、労働契約関係に隣接ないし近似する関係の一

方当事者にまで拡張されている。 

case28：X は、Y 社との間で有期労働契約を締結し、Z 社の工場内に派遣され、

そこで作業に従事していた。 

W 労働組合は Z 社で派遣就労している者らによって組織されており、X

もその一員である。 

W 労働組合は、X らからの要望を受けて、Z 社に対して、「Z 社の工場内

における X らの作業環境の改善」を要求事項とする団体交渉を申し入れた

ところ、Z 社は、X ら派遣労働者の使用者ではないとの理由で、団体交渉

を拒否した。 

 

            労働者派遣契約 

    Y 社                   Z 社 

 

団体交渉の申入れ 

      （Z 社の工場内における X らの作業環境の改善） 

    X ら（派遣労働者） 

                  Z 社は X らの「使用者」ではない 

                  との理由で団体交渉を拒否 

    

    W 労働組合 

 

「使用者」は、「労働者の代表者」からの「団体交渉」を「正当な理由」なく拒むことはでき

ない（労組 7 条 2 号）。仮に拒むと、不当労働行為が成立する。 

Z 社は、W 労働組合が代表している X ら（派遣労働者）の雇用主ではないから、仮に労組

法上の「使用者」が雇用主に限定されるのであれば、W 労働組合から申入れがあった団体交

渉との関係では Z 社は「使用者」に当たらない。その結果、Z 社が W 労働組合からの団体交

渉の申入れを拒絶しても、不当労働行為は成立しない。 
 

（３）労働組合 

   労組法の「労働組合」（同法 2 条）は、労働者主体性・自主性・目的（労働

者の経済的地位の向上）・団体性の 4 要件を満たす必要がある。不当労働行為

について労働委員会による救済命令の申立てをするためには、労組法 5 条 2

項の民主性要件も満たす必要がある。 
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３．労働組合の運営 

  労働組合は、任意団体である。 

  労働組合の運営は、組合規約を定め、それに従って行われるのが通常である。 

組合員は、労働組合の構成員である限り、労働組合の活動の経済的基礎をな

す組合費を納入する義務を負う。もっとも、この義務には一定の限界がある。 

労働組合は、組合規約に基づき、必要かつ合理的な範囲内で組合員に対する

統制権を有する。統制権に基づく統制処分の適法性は、①組合規約所定の処分

事由の存在、②処分の相当性（処分事由と処分内容の均衡）及び③処分手続の

適正さ等から審査される。 

case29：Z 労働組合では、組合規約により、組合員が脱退するためには Z 労働組

合の承認を要する旨を定めていた。 

  ➡脱退の承認制など、労働組合からの脱退そのものを制限する定めは、脱退

の自由を侵害するものとして無効である。 

case30：Y 社は、Z 労働組合との間でユニオン・ショップ協定を締結している。

従業員 X は、Z 労働組合から脱退して、自ら W 労働組合を結成した。Y 社

は、X が Z 労働組合を脱退したことを理由として、ユニオン・ショップ協定

に基づいて X を解雇した。 

  ➡ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の労働組合に加入している

者や締結組合を脱退して新組合を結成した労働者についても使用者の解雇

義務の対象にしている部分は、労働者の組合選択の自由や他の労働組合の

団結権を侵害するものとして公序違反（民 90 条）により無効である。した

がって、Y 社のユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務は X には及ばな

いから、Y 社の解雇は原則として解雇権濫用（労契 16 条）に当たり無効で

ある。 

   

 

４．団体交渉 

労働組合がその代表者を通じ、使用者との間で組合員の労働条件その他の待

遇または集団的労使関係の運営に関する事項について交渉をすることをいう。 

団体交渉は、強行法規・就業規則の最低基準を超える組合員の待遇の実現を

目指して行われることが多い。 

憲法 28 条では「勤労者」の団体交渉権が憲法上の権利として保障されてお

り、これを受けて、労組法 7 条 2 号では、「使用者が雇用する労働者の代表者

と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として

禁止している。 

case31：Y 社には、Y 社従業員によって組織される Z 労働組合がある。Z 労働組

合は、Y 社に対して、「組合員の基本給 10%アップ」を要求事項とする団体

交渉を申し入れたところ、Y 社は、「基本給については、就業規則で定められ

ているのだから、交渉の余地はない」との理由から、団体交渉を拒否した。 

  ➡Y 社が団体交渉を拒否した理由は「正当な理由」に当たらないから、団体

B 速修 350～365 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 351 頁［論点 1］ 

 

 

 

 

 

速修 351 頁［論点 2］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 366～377 頁 
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交渉拒否の不当労働行為が成立する。 

 

 

５．労働協約 

（１）意義 

  労働協約とは、労働組合と使用者（又は使用者団体）との間の労働条件そ

の他に関する合意であって、書面が作成され、両当事者が署名又は記名押印

したものである（14 条）。 

（２）効力 

  ア．規範的効力 

    協約内容のうち、締結組合の組合員の「労働条件その他の労働者の待遇

に関する部分」（＝規範的部分）には、規範的効力が認められる（労基 16

条）。したがって、組合員・使用者間の労働契約の内容である労働条件は、

協約内容通りに規律（修正を含む）される（有利原則肯定説が前提）。 

労働協約の性質は契約であるから、本来であれば契約当事者である締結

組合にしかその効力が生じないはずであるが、労組法 16 条により政策的

に与えられた特別の効力である規範的効力が所属組合員にも及ぶ。 

    規範的効力の主観的範囲は原則として協約締結組合の所属組合員に限ら

れるが、例外的に拡張されることがある（労組 17 条・18 条）。 

case32：Y 社では、従業員の賞与（ボーナス）について、労使間合意や就業

規則によっても定めていなかった。Y 社は、Z 労働組合との間で、「年 2

回、基本給 1 か月分の賞与を支給する」旨の労働協約を締結した。 

    ➡労働協約により、Z 労働組合の組合員の労働条件のうち賞与に関する

部分が「年 2 回、基本給 1 か月分の賞与を支給する」という内容に規

律される。 

case33：Y 社では、従業員との間で、「年 2 回、基本給 1 か月分の賞与を支

給する」旨の個別合意をしていた。Y 社は、Z 労働組合との間で、「年 2

回、基本給 0.5 か月分の賞与を支給する」旨の労働協約を締結した。 

    ➡労働協約は、労使間合意に優先して、労働条件を労働者にとって有利

にも不利にも規律する（有利原則否定説）。そうすると、労働協約によ

り、Z 労働組合の組合員の労働条件のうち賞与に関する部分が、「年 2

回、基本給 1 か月分の賞与を支給する」という内容から「年 2 回、基

本給 0.5 か月分の賞与を支給する」という内容に修正される。17) 

  case34：上記 case32 において、Y 社と Z 労働組合との間における賞与に関

する労働協約の規範的効力は、Z 労働組合の組合員以外の従業員にも拡

張されるか。 

    ➡Z 労働組合が締結した労働協約の規範的効力は、原則として、Z 労働

組合の組合員だけに及ぶ。 

     もっとも、例えば、労組法 17 条の要件を満たす場合には、非組合員で

 

 

 

A 速修 378～401 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17) 厳密には、労働協約による労働条件の不利益変更には一定の限界がある（速修 387 頁［論点 1］）。 
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ある他の Y 社従業員にも規範的効力が拡張される。18) 

  イ．債務的効力 

    規範的効力とは異なり、協約当事者である労働組合と使用者との間にお

いて生じるものであり、これは契約の効力として認められるものである。 

協約内容のうち、集団的労使関係の運営に関する部分については、規範

的効力は生じないが、債務的効力が認められる。 

   

 

６．争議行為 

  集団的労務不提供（ストライキ・怠業）を中心とした概念である。 

憲法 28 条により、労使の実質的対等の下で団体交渉を機能させるための手

段として、労働者の争議権が保障されている。 

これを受けて、労組法では、「労働組合」による「正当」な争議行為について、

民事免責（労組 8 条）・刑事免責（労組 1 条 2 項）の対象にするとともに、こ

れを理由とする組合員に対する不利益な取扱いを不当労働行為として禁止して

いる（労組 7 条 1 号本文前段）。 

   

 

７．組合活動 

  組合活動とは、争議行為以外の労働組合の諸活動をいう。 

労組法では、「労働組合」による「正当」な組合活動について、刑事免責（労

組 1 条 2 項）の対象にするとともに、これを理由とする組合員に対する不利益

な取扱いを不当労働行為として禁止している（労組 7 条 1 号本文前段）。労組

法 8 条では民事免責の対象行為として組合活動が挙げられていないが、同条は

憲法 28 条の私人間効力の確認規定であるから、組合活動にも民事免責が及ぶ

と解される。 

組合活動権は、争議権のように使用者の業務を阻害することを認められる権

利ではない。したがって、組合活動は、原則として、①労働義務違反、②施設

管理権侵害、③誠実義務違反のいずれも伴わない態様で行われる必要がある。 

 

 

８．不当労働行為制度 

（１）意義 

労働組合法は、使用者による労働基本権侵害行為が行われた場合に、これ

を除去・是正するとともに、そうした侵害行為のない対等・公正な集団的労

使関係を将来に向けて形成することを目的として、不当労働行為制度を設け、

使用者による一定の労働基本権侵害行為を禁止する（7 条）とともに、労働

委員会（行政機関）による特別の救済制度（27 条以下）を定めている。 

 

 

債務的効力は規範的部分にも生じ

る。 

 

 

 

 

A 速修 402～422 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 423～431 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 速修 432～466 頁 

 

 

 

 

 

 

 
18) 組合員の労働条件を不利益変更する労働協約の規範的効力が非組合員にも拡張されるかについては、争

いがある（速修 391 頁［論点 1］）。また、多数組合が締結した労働協約の規範的効力が少数組合の組合員に

も拡張されるかについても、争いがある（速修 392 頁［論点 2］）。 
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（２）不当労働行為の類型 

   労組法 7 条各号の不当労働行為のうち、不利益取扱い（労組 7 条 1 号本文

前段）、団体交渉拒否（同条 2 号）、支配介入（同条 3 号）が重要である。 

  ア．不利益取扱い 

   不利益取扱いの不当労働行為の成立要件は、①不利益取扱いの禁止事由

の存在、②「不利益な取扱い」の存在、及び③「故をもって」に対応する

不当労働行為意思の存在（①の「故をもって」②が行われたこと）の 3 つ

である（労組 7 条 1 号本文前段）。 

不利益取扱い禁止の趣旨は、組合員個人に対する不利益取扱いが、これ

を通じて組合活動一般を制圧ないし制約するという効果を伴うことにあ

る。 

  case35：Y 社は、Z 労働組合が正当な組合活動としてビラ配布を行ったとこ

ろ、ビラ配布に参加したことを理由として、組合員である従業員 X に対

して戒告の懲戒処分をした。 

    ➡X に対する戒告には、不利益取扱いの不当労働行為が成立する。そし

て、労組法 7 条 1 号又は 3 号の不当労働行為が成立する行為は、それ

が法律行為であれば当然に無効になると解されているから、戒告は無

効である。 

  イ．団体交渉拒否 

  要件は、「使用者」が労働組合による「団体交渉」（義務的団交事項を交

渉事項とするものに限る）を「正当な理由」なく「拒むこと」である。 

ウ．支配介入 

支配介入とは、「労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支

配し、若しくはこれに介入すること」（3 号本文前段）であり、これは、労

働者・労働組合の自主的活動を妨げ、労働組合を弱体化する行為全般を指

す広い概念である。 

要件は、①労働組合の結成・運営に対する「支配」又は「介入」となる

行為（支配介入行為）と、②使用者の支配介入の意思（反組合的意図又は

組弱体化意図）である。 

case36：Y 社の社長は、Z 労働組合の組合員を 1 名ずつ社長室に呼び出し、

「このまま組合活動を続けるのであれば、君の出世に影響するから、今

後はよく考えて行動するように」と述べた。 

  ➡Y 社の社長の発言は、組合活動を止めなければ、人事上不利益な取扱

いをすることを示唆するものであるから、Z 労働組合の組合員を動揺

させ、Z 労働組合を弱体化するものであるとして、「労働組合」の「運

営」に対する「介入」に当たる（①）。 

社長の支配介入意思も問題なく認められる（②）から、支配介入の不

当労働行為が成立する。 

  case37：Y 社は、Z 労働組合が職場集会を開催したことに対して、警告書を

交付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 328 頁・3(2)② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 447 頁［論点 2］ 
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    ➡職場集会がY社の企業秩序を侵害するおそれのないものであった場合

には、支配介入の不当労働行為が成立する。 

  case38：上記の case35 における戒告には、不利益取扱いの不当労働行為のほ

かに支配介入の不当労働行為も成立し得る。19) 

（３）労働委員会の救済命令 

ア．意義 

使用者による不当労働行為（労働基本権侵害行為）が行われた場合、裁

判所による司法救済では、救済内容が私法上の法律関係に拘束されるため、

実効的な救済とならないことがある。 

そこで、労組法は、正常な集団的労使関係（労働基本権侵害行為のない

対等・公正な集団的労使関係）を将来に向けて形成するために、労働委員

会という専門的行政機関による特別の救済制度（27 条以下）を定めるとと

もに、救済命令の内容について労働委員会の効果裁量を認めている。これ

により、労働委員会は、不当労働行為の制度目的に適った多様で柔軟な救

済命令を発することが可能となる。 

したがって、労組法 2 条及び 5 条 2 項の要件を満たす法適合組合は、不

当労働行為があった場合には、裁判所に対して司法救済を求めるとともに、

労働委員会に対して救済命令（行政救済）の申立てをすることになる。20) 

イ．救済命令の内容 

    労働委員会による救済命令の内容は、不当労働行為の類型及び具体的態

様によって様々である。 

case39：組合員 X に対する戒告の懲戒処分に不利益取扱いの不当労働行為が

成立する場合、戒告の撤回命令を申し立てる。場合によっては、将来同

種の行為を繰り返させないために、不当労働行為を行わない旨の文書を

会社内に掲示することを命じるポスト・ノーティス命令を申し立てるこ

ともある。 

case40：組合員 X に対する解雇に不利益取扱いの不当労働行為が成立する場

合、原職復帰命令とバックペイの命令（解雇期間中の賃金相当額の支払

いの命令）を申し立てる。 

case41：団体交渉拒否の不当労働行為が成立する場合、団交応諾命令（当該

事項について（誠実に）交渉せよ、使用者の掲げる当該理由によっては

団体交渉を拒否してはならない等の命令）を申し立てる。 

case42：支配介入の不当労働行為が成立する場合、ポスト・ノーティス命令

を申し立てるのが通常である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19) 不利益取扱いや団体交渉拒否の不当労働行為に該当する行為が、組合弱体化行為として①「支配」「介入」

行為にも該当することは少なくない。 

 
20)

 不利益取扱いと支配介入の場合には、一定の場合には組合員個人も救済命令の申立人になることができ

る（速修 458 頁・3）。 
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第４章 雇用保障法 

労働者の就職・職業能力開発の支援や、失業者の生活支援について定めている。 

職業紹介を規制する職業安定法、失業保険の給付について定める雇用保険法な

どがその例である。 

C 
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